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平成２１年１月２２日

大臣官房会計課長

　　　(公印省略)

電力供給契約における入札の実施について

　平成２０年１２月１日に行政支出総点検会議で取りまとめられた「指摘事項」に

おいて、行政効率化推進計画に基づく行政効率化の取組の一層の徹底が求められた

ことを踏まえ、同年１２月２６日に環境省行政効率化推進計画が改定された。その

中で、「電力供給契約については、契約電力５０ｋＷ以上の契約全てについて入札

を実施する（ただし、当面、沖縄県内その他特殊な事例を除く。）。その際には、環

境配慮契約法に基づくいわゆる裾切り方式による入札を実施する｡」ことが新たに

盛り込まれたところである。

　今後、当該規定に基づき、契約電力５０ｋＷ以上の電力供給契約については、原

則裾切り方式による入札を行うこととなるが、その参考として､添付資料のとおり、

入札公告例、入札説明書例、環境省入札心得、契約書（案）、仕様書例、競争参加

資格確認関係書類例、二酸化炭素排出係数・環境への負荷の低減に関する取組の状

況に関する条件例を作成したので、これらを活用して、適切な契約事務に努められ

たい。



入　札　公　告

次のとおり一般競争入札に付します。

１　競争入札に付する事項

　（１）調達件名及び数量

(２)

(３)

(４)

(５)

平成○年○月○日

支出負担行為担当官

　環境省○○○○長　○○　○○

○○○○庁舎で使用する電気

　予定契約電力：○ＯＯｋＷ

　予定使用電力量：○○○ＯｋＷｈ

仕様等　入札説明書による。

使用期間　平成○年○月○日から平成○年○月○日

需要場所　○○県○○市○○　○丁目○番○号　○○○○庁舎

入札方法　入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する

　　　　単価（基本料金単価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）

　　　　を根拠とし、あらかじめ当省が別途提示する月毎の予定契約電力及び

　　　　予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額と

　　　　すること。

　　　　　なお、落札決定に当たってば、入札書に記載された金額に当該金額

　　　　の５％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

　　　　るときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡）をもって落札価

　　　　格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

　　　　者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

　　　　する金額を入札書に記載すること。

２　競争参加資格

　（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年

　　　者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

　　　は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

　（３）工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について（平成１３年１月６日環境

　　　会第９号）に基づ＜指名停止を受けている期間中でないこと。



（４）平成○・○・○年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」に

　　おいて、仔Aj、r8j又ぱrCj等級jに格付けされ、○○地域の競争参加資

　　格を有する者であること。

（５）電気事業法第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得てい

　　る者又は同法第１６条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届

　　出を行っている者であること。

（６）その他予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定

　　める資格を有する者であること。

（フ）入札説明書の交付を受け乙ス宛座劈萱/ご泰彦ムJた者であること。

３　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等

　（１）契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

　　　　　〒○○○－○○○○　○○県○○市○○　○丁目○番○号

　　　　　環境省○○○　○○課○○係　○○○○

　　　　　電話：○○○－○○○－○○○○

　（２）入札説明書の交付期間

　　　　　平成○年○月○日（○）～平成○年○月○日（○）

　　　　　９時４５分～１７時（１２時～１３時は除＜。）

　　　　　平成○・○・○年度環境省競争参加資格（全省庁統一参加資格）審査結果通

　　　　　知書の写を持参すること。

μ匈　λ兆説明会の1ﾖ時及び場所

　　　　　デノ貳ひ參’ご）万Q£7ぶﾘ　Ｑ譚Ｑ分か６

　　　　　眉甜首ＱＱこ）Ｑ（::）泄麿澄’

　　　　　○○県○（:つ膚○○　○丁尽○番○号　ｊ

　（４）入札書の受領期限及び場所

　　　　　　（５）の開札日時及び場所に提出する。

　（５）開札の日時及び場所

　　　　　平成○年○月○日（○）○時○分

　　　　　環境省○○○　○○会議室

　　　　　○○県○○市○○　○丁目○番○号

４　電子入札システムの利用

　　本案件は、電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい者は、

　発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。



５　その他

　（１）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　（２）入札保証金及び契約保証金　　免除

　（３）入札の無効

　　　　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反

　　　した入札は無効とする。

　（４）契約書作成の要否　　要

　（５）落札者の決定方法

　　　　予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

　　　囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者

　　　と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

　　　く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

　　　札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。

　（６）その他　詳細は入札説明書による。



入　札　説　明　書

○○○○庁舎で使用する電気

環　境　省



は　じ　め　に

　本○○○○庁舎で使用する電気の調達の入札等については、会計法（昭和２２年法律第３

５号）、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１ ６５号）、契約事務取扱規則（昭和３７

年大蔵省令第５２号）、その他の関係法令及び環境省入札心得（別紙）に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとする。

１．契約担当官等

　　支出負担行為担当官

　　　環境省○○○○長　○○○○

２．競争入札に付する事項

（１）調達件名及び数量　○○○○庁舎で使用する電気

　　　　　　　　　　　　　予定契約電力：○○ＯｋＷ

　　　　　　　　　　　　　予定使用電力量：○○ＯＯｋＷｈ

（２）特質等　　　別添仕様書による。

（３）使用期間　　自　平成○年○月○目　　Ｏ：００

　　　　　　　　　至　平成○年○月○日　２４：００

（４）需要場所　　○○県○○市○○　○丁目○番○号　○○○○庁舎

（５）入札方法　　入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価

　　　　　　　　　（基本料金単価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠

　　　　　　　　とし、あらかじめ当省が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電

　　　　　　　　力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。

　　　　　　　　　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５

　　　　　　　　％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

　　　　　　　　その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

　　　　　　　　入礼者は､消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

　　　　　　　　見積もった契約金額の１ ０５分の１００に相当する金額を入札書に記載す

　　　　　　　　ること。

（６）入札保証金及び契約保証金　免除

３．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令第７０茶の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、披

　　保佐人又は被補前人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同茶巾、

　　特別の理由かおる場合に該当する。



（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について（平成１３年１月６日環境会第９

　　号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（４）平成○・○・○年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において、

　　必ら4ム　/J./ズば/‾（/翠眉ﾘに格付けされ、○○地域の競争参加資格を有する者で

　　あること。

（５）電気事業法第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得ている音叉

　　は同法第１６条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行ってい

　　る者であること。

（６）予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加

　　資格者として、二酸化炭素排出原単位、未利用エネルギーの活用、新エネルギーの導入、

　　グリーン電力証書の譲渡に関し、別添４に掲げる入札適合条件を満たすこと。

（７）入札説明書の交付を受け貳ス充房房洽/ご井ﾀﾑﾀだ者であること。

４．契約条項を示す場所等

（１）契約条項を示す場所

　　　　〒○○○－○○○○　○○県○○市○○　○丁目○番○号

　　　　環境省○○○　○○課○○係　○○○○

　　　　電話：○○○－○○○－○○○Ｏ　ＦＡＸ：○○○－○○○一〇〇〇〇

ﾀﾞ白リス社説明会のβ時及び藤原

　　　　β厚丿昇絃○参○刀○βに:ﾘ　口々○労から

　　　　房房≒躍雁首こ）○○　○○洽凄首

　　　　　　○ロ県○○擦○○　○万万口薯○刄　夕

５．入礼者の義務等

　　この入札に参加を希望する者は、平成○年○月○日（○）○時までに別添３に掲げる書

　類を４（１）の場所に持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る｡）で提

　出しなければならない。なお、環境省から当該書類に関して説明を求められた場合は、こ

　れに応じなければならない。

　　また、提出された書類は環境省において審査するものとし、上記競争参加資格に適合し

　ていると判断された者のみ参加できるものとする。

６．競争執行の日時、場所等

（１）入札・開札の日時及び場所

　　　　日時：平成○年○月○日（○）○時○分

　　　　場所：環境省○○○　○○会議室



　　　　　　　○○県○○市○○　○丁目○番○号

（２）入札書の提出方法

　　ア。入札書は、（１）の日時までに電子入札システムにより提出するものとする。ただ

　　　し、書面により入札書を提出することを希望する場合は、平成○年○月○日（○）○

　　　時までに、環境省入札心得に定める様式２による書面を４（１）の場所に持参又は郵

　　　送で提出すること（持参の場合は１２時から１３時を除く。）。

　　イ。書面により入札書を提出する場合は、（１）の日時及び場所に、環境省入札心得に

　　　定める様式１による入札書を持参すること。電話、ＦＡＸ、郵送等による提出は認め

　　　ない。なお、入社日の日付は、入社日を記入すること。

　　ウ。入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

（３）入札の無効

　　　本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入

　　札書は無効とする。

７．落札者の決定方法

（１）有効な入札書を提出した入札者であって、当鉄人礼者の入札価格が予算決算及び会計

　　令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価

　　格をもって入札を行った者を落札者とする。

（２）最低価格により落札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされない

　　おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序

　　を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲

　　内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者

　　を落札者とすることがある。

８．入札に関する質問の受付

（１）この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面（様式は任意）

　　により提出すること。

　　ア。提出期限　平成○年○月○目（○）○時まで（持参の場合は、１２時から１３時を

　　　除く。）

　　イ。提出場所　４（１）の場所

　　ウ。提出方法　持参又はＦＡＸによって提出すること。

（２）（１）の質問に対する回答は、平成○年○月○日（○）○時までにＦＡＸにより行う。

９．その他

（１）入札結果の公表

　　　落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入礼者全員の商号又は名称及び



　入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表する

　ものとする。

（２）電子入札システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先

　　　　環境省電子入札システムホームページアドレス　http://www.e-procurement.env.co.jp/

　　　　ヘルプデスク　０３－５３４８－４００６

　　　ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記５（１）

　　　の場所に連絡すること。

○　添付資料

　　・別紙　　環境省入札心得

　　・別添１　契約書（案）

　　・別添２　仕様書

　　・別添３　競争参加資格確認関係書類

　　・別添４　二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条

　　　　　　　件



(別紙)

環境省入札心得

　　(工事以外)

１．趣旨

　　環境省の所掌する契約（工事に係るものを除く。）に係る一般競争又は指名競争（以下

　「競争」という｡）を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事

　項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。

２．入札説明書等

（１）入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を

　　熟読のうえ入札しなければならない。

（２）入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることがで

　　きる。

（３）入札者は、入札後、（１）の書類についての不明を理由として異議を申し立てること

　　ができない。

３．入札保証金及び契約保証金

　　環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、

　全額免除する。

４．入札書の書式等

　　入札者は、様式１による入札書を提出しなければならない。ただし、電子入札システムによ

　り入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。

　　なお、入札説明書において「電子入札システムにより入札書を提出すること」と指定されて

　いる入札において､様式１による入札書の提出を希望する場合は､様式２による書面を作成し、

　入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

５．入札金額の記載

　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する

　額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

　金額とする｡）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか

　免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

　入札書に記載すること。

６．入札書の提出

（１）書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かっその封皮に氏名（法人の場合はその名

　　称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官○○○○長殿と記載）及び「平成○年○月○

　　日開札［○○○○庁舎で使用する電気］の入札書在中」と朱書きして、開札日時までに

　　提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を所定の日時までに提出すること。

（２）電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時



までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書

が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。また、競争参加資格を証

明する書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子入札システムの手順に応

じて、所定の日時までに提出すること。

７．代理人等（代理人又は復代理人）による入札及び開札の立会い

　　代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式３による委任状を

　持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、

　同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。

８．代理人等の制限

　　入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができ

　ない。

９．入札の無効

　　　次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

　　①　競争に参加する資格を有しない者による入札

　　②　指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札

　　③　委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない

　　　代理人等による入札

　　④　書面による入札において記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表

　　　者の署名をもって代えることができる｡）を欠く入札

　　⑤　金額を訂正した入札

　　⑥　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

　　⑦　明らかに連合によると認められる入札

　　⑧　同―事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札

　　⑨　入礼者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明

　　　書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札

　　⑩　入札書の提出期限までに到着しない入札

　　⑨　その他入札に関する条件に違反した入札

10.入札の延期等

　　入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行する

　ことができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又

　は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。

11.開札の方法

　（１）開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代

　　理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うこと

　　ができる。

　（２）電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時



　刻に端末の前で待機しなければならない。

（３）入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応

　じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。

（４）入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。

（５）入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合の

　ほか、開札場を退場することができない。

（６）開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度

　の入札を行うものとする。電子入札システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度

　の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電

　子入札システムの端末の前で待機しなかった場合は､再度入札を辞退したものとみなす。

12.落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法

　　当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ち

　に当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直

　接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってく

　じを引き、落札者を決定するものとする。

13.落札決定の取消し

　　落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが

　判明したときは、落札決定を取消すことができる。

14.契約書の提出等

　（１）落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落

　　礼者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる｡）

　　し、落札決定の日から１０日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和６

　　３年法律第９１号）第１条に規定する日に当たるときはこれを算入しない｡）に契約担

　　当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この

　　期間を延長することができる。

　（２）落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失

　　う。

15.契約手続において使用する言語及び通貨

　　　契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。



支出負担行為担当官

　環境省○○○○長　殿

下記のとおり入札します。

入 木Ｌ

住　　　所

会　社　名

代表者氏名

=書=

平成

様式１

年　　月

（復）代理人

　　　注）代理人又は復代理人が入札書を持参して入札

　　　　　する場合に、（復）ｲ犬理人の記名押印が必要。

記

このとき、代表者印は不要（委任状には必要）。

１　入札件名　：○○○○庁舎で使用する電気

２　入札金額　：①十②

印
　
　
印

日

　　　【内　訳】別紙のとおり。

３　契約条件　：契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。



信‘.･/iつ乙)Ｑ１恥だな、尹忿実砂島々の差をλたるごとＪ

別　紙

月　　　日 電力量料金

平成２１年　４月 盆　‥　　　殴×○○ＯＯｋＷｈｘこ　　　　　　　円

平成２１年　５月 迎　　　　　円×△△△△ｋＷｈｘ＝　　　　　　　円

平成２１年　６月 座＿_　　　　円×□□□□ｋｗｈｘ＝　　　　　　＿　円

平成２１年　７月 盈＿__＿　　円×○○○ＯｋＷｈｘ＝＿＿＿__　　　円

平成２１年　８月 逗Ｌ__　　円×△△△△ｋｗｈｘ＝＿_＿　　　　　円

平成２１年　９月 ＠　　　　　円×□□□□ｋＷｈｘ＝＿　　　　　　円

平成２１年１０月 jL_　　　円×○○○Ｏｋｗｈｘ＝　　　＿　　　円

平成２１年１１月 包__　　　　円×△△△△ｋＷｈｘ＝＿_　__　　　　円

平成２１年エ２月 ＠　　　　　円×□□□□ｋＷｈｘ==　　　　　　　円

平成２２年　１月 盆　　　　　円×○○○ＯｋＷｈｘ＝　　　　　　　円

平成２２年　２月 jL_　　　円×△△△△ｋｗｈｘ＝＿　　　　　　円

平成２２年　３月 jL_　　　円×□□□□ｋｗｈｘ＝＿　　　　　　円

合　　計 円…②

召L･/と)∂GC)ゑｙか/黎にな、刃溌予定茫尽底力Lj置･の齢をλ力､６こ7とＪ



支出負担行為担当官

　環境省○○○○長　殿

住　　　所

会　社　名

代表者氏名

平成

電子入札案件の紙入札方式での参加について

年　　月

　下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、

紙入札方式での参加をいたします。

記

１

入札件名：○○○○庁舎で使用する電気

２．電子入札システムでの参加ができない理由

　　　（記入例）・電子入札システムで参加する手続が完了していないため

様式２

日

印



支出負担行為担当官

　環境省○○○○長　殿

当社

(委任事項)

ﾓ委= ｲ壬

　　　　　住

（委任者）会　社

所
名

代表者氏名

　　　　代理人住所

(受任者)所属(役職名)

　　　゛氏　　　　名

4犬

平成

を代理人と定め下記権限を委任します。

記

１　００００庁舎で使用する電気の調達の入札に関する一切の件

２　１の事項にかかる復代理人を選任すること。

様式３－①

年　　月

印

印

日



支出負担行為担当官

　環境省○○○○長　殿

当社

(委任事項)

そ委 ｲ壬ﾆ

　　　　代理人住所

(委任者)所属(役職名)

　　　　氏　　　　名

　　　　　復代理人住所

(受任者)所属(役職名)

　　　　　氏　　　　名

1犬

平成

を復代理人と定め下記権限を委任します。

記

○○○○庁舎で使用する電気の調達の入札に関する一切の件

様式３－②

年　　月

印

印

日



契　　約 書（案）

別添１

支出負担行為担当官　環境省○○○○長　○○　○○（以下「甲」という｡）は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という｡）と

○○○○庁舎で使用する電気の需給について下記条項により契約を締結する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　(契約の目的)

第１条　乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

　(契約金額)

第２条　契約金額は次のとおりとする。

(基本料金)

基本料金単価
(lkWにつき)

消費税及び
地方消費税額

合　　計

契約電力 円 円 円

(電力量料金)

従量料金単価
(1kWhにつき)

消費税及び
地方消費税額

合　　計

夏季月（７月～９月） 円 円 円
その他季月 円 円 円

２　前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法（昭和６３年法律第１ ０８号）第２８

　条第１項及び第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及

　び第７２条の８３の規定に基づき、契約金額に１ ０５分の５を乗じて得た額である。

３　乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上

　契約金額を改定することができる。

　（需要場所及び期間）

第３条　乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。

　　　　場　所　○○県○○市○○　○丁目○番○号　○○○○庁舎

　　　　期　間　平成○年○月○日から平成○年○月○日

　（契約保証金）

第４条　甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

　（再委任等の禁止）

第５条　乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面に

　より甲の承諾を得たときはこの限りではない。

　（使用電力量の増減）

第６条　甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。



　（契約電力）

第７条　各月の契約電力は、そのＬ月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、
　いずれか大きい値とする。

　r歌竟貯麿カポj’∂θ・Wぶし£の蓼かな、£齢が渾々ぶ｡ﾉ

　（計量及び検査）
第８条　乙は、毎月○目（以下「計量日」という｡）に使用電力量を算定し、甲の指定す

　る職員の検査を受けなければならない。

　（料金の算定）
第９条　料金の算定は１月（前月の計量目から当月の計量目の前日までの期間をいう。）

　ごとに、その使用電力量等により行う。

　（料金の請求及び支払）

第１０条　乙は､第８条に定めた検査終了後､第２条の規定に基づき支払請求書を作成（円
　未満の端数切り捨て）し、対価の支払いを甲に請求するものとする。

２　甲は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した目か
　ら３０目以内に乙に対価を支払わなければならない。

　（支払遅延利息）

第１１条　甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条第２項の期間内に対価を支払わな
　いときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年３．７％の割合で計算した金額（円未

　満の端数切り捨て）を遅延利息として乙に支払うものとする。

　（事情変更）

第１２条　甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃

　その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場
　合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。

２　前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要かおるときは、甲乙協議の
　上書面により定めるものとする。

　(契約の解除)

第１３条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除する
　ことができる。

一

一

　天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らか
に認められるとき。

　正当な事由により解約を申し出たとき。－　-4a一一4'㎝ﾏ‘計“-i罵~cﾌﾞノノJT/i｀JQ.'l'L/μL4/こに一(こご○
三　本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。

四　前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達するこ

　とができないと明らかに認められるとき。

　（違約金）

第１４条　天災その他不可抗力の原因又は前条第二号の規定によらないで乙の責に帰すべ

　き事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予
　定使用電力量に第２条に定める契約金額（電力量料金単価）を乗じて得た額と契約電力

　に契約金額（基本料金単価）を乗じて得た額の合計額の１００分の１０に相当する金額

　を甲に支払わなければならない。

　(秘密の保全)

第１５条　乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者



　に漏らしてはならない。

　（債権譲渡の禁止）

第１６条　乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を
　得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及

　び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する金融

　機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。

２　前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の

　効力は、甲が、支出に関する事務を電子時報処理組織を使用して処理する場合における

　予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令（昭和５５年政令第２２号）第５条第１
　項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとす
　る。

　ぐ＊分任支出:負担行為担洛官の場合は、蕭２項耐蝕｡）

　（紛争又は疑義の解決方法）

第１７条　この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じた
　ときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

　上記契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、双方記名捺印の上各自１通を保
有するもとする。

平成

　甲

乙

年　　月

住所

氏名

住所

氏名

目

　○○県○○市○○　○丁目○番○号

　支出負担行為担当官

　環境省○○○○長　　○　○　○　○ 印

印



１

（

（

，概　要

１）件名

２）需要場所

（３）業種及び用途

２

　（

f士様書

○○○○庁舎で使用する電気

○○○○庁舎

○○県○○市○○　○丁目○番○号

官公署（事務所）

　仕　様

１）供給電気方式等

　①供給電気方式

　②供給電圧（標準電圧）

’③計量電圧（標準電圧）

　④標準周波数

　⑤受電方式

：交流３相３線式

：○ＯＯＶ

：○ＯＯＶ

：○ＯＨｚ

：ループ受電方式

⑥蓄熱式負荷設備の有無：無

別添２

（２）契約電力、予定使用電力量

　①予定契約電力　　　　：○○ＯｋＷ

　　　　　　　　　　　　　（ただし、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電

　　　　　　　　　　　　　力のうち、いずれか大きい値とする。）

　②予定使用電力量　　　：○○○ＯｋＷｈ

　　　（月別の予定使用電力量は別紙１．）

（３）使用期間

　　　自平成○年○月○日○：ＯＯから至平成○年○月○日２４：○○

（４）電力量等の計量

　①自動検針装置

　②電力会社の検針方法

　③電力量計構成

（５）需給地点

　　○○○電源側接続点。

（６）電気工作物の財産分界点

　　需給地点に同じ。

（７）保安上の責任分界点

　　需給地点に同じ。

（８）対価の支払方法

：無

：訪問検針

：電力需給用複合計器（普通級）



①
②

③
④

　甲が別に定める分担率により、甲及び分担先から支払うこととする。

　毎月姑めに、電気使用量等を別紙２及び別紙３の様式により、甲に送付すること

とする。

　甲は甲及び分担先の負担額を計算し、乙へ通知することとする。

　乙は③の分担通知に基づいた請求書を作成し請求を行うこととする。

（８）その他

　①　力率の保持のため自動力率調整装置を設置しているため，使用期間中は１ ００％

　　　を保持する予定。

　②　フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。

　③　非常用自家発電設備を有している。構成は以下のとおり。

　　　　　１，０００ＫＶＡ　Ｏ台

　　　　　２，０００ＫＶＡ　Ｏ台

　④　３０ｋＷの太陽光発電設備を有している。

内生ｊｊ辞彩雲粛方式、底力量黎の計量など剪貧か親書に定める跨谷/ｺﾞｰ、産物摩に

異か石ため、盾突辞齢貯炭や擢右の底力供給元への蘭き取りなどを通じて、正確

に記載するごと夕

ぞさ２ｊ見貯震力がＪ∂∂Å一呼万よの蓼洽ば、白ﾘのの尹迦実君震力の記載が具

々石遮め、洗彦尹石こ八夕



月別予定使用電力量

別紙1

(単位:kWh)

年　月 予定使用電力量
平成21年　4月分 37,800

平成21年　5月分 37,900

平成21年　６月分 50,400

平成21年　7月分 70,800

平成21年　8月分 73,800

平成21年　9月分 57,200

平成21年10月分 39,000

平成21年11月分 3T7、800

平成21年12月分 44,000

平成22年　１月分 51,700

平成22年　2月分 49,100

平成22年　３月分 50,100

計 599,600

(注7;直近のデー夕を基に、予定使用電力量を推計
し､記載すること｡ｊ
f注2:月別予定使用言力量及びその合計をλ兆公
告､Å兆説明書､入粍心得､契約善業に適宜記載する
ことＪ



（参考）月別実績

年　月 最大需要電力

平成19年11月 380

平成19年12月 384

平成20年１月 380

平成20年２月 380

平成20年３月 380

平成20年４月 384

平成20年5月 390

平成20年６月 、400

平成20年７月 420

平成20年８月 440

平成20年９月 430

平成20年10月 390

(注)この表は将来の最大需要電力量の数値を示すものではない。



電気使用量について（　　年　　月分）

契約電力量　　　　　　　　�

使用期間　　　　月　　日　～　　月　　日

別紙2

計器 前日 最大 有効 無効

当月(外)指示数

前月(ｲ寸)指示数

差引

乗率 ×8,000 ×8､000 ×8,000 ×8,000

修正率

使用量 kwh kw kwh kvarh

燃料費調整単価　　　　　　　円

　　月間力率　　　　　　　　　％

£笛j/�蔵ﾉな､－置きyzrμ6－力�Ｗに以/差が犀か5差･政疏－のj:、遠遊官λ貳＆こ
とＪ



電気料金計算書（　　年　　月分）

○使用実績

使用期間 月　　日～　　月　　日

契約電力量 kw

使用電力量 kwh

最大電力 kw

力率 ％

別紙3

○電気料金

単価 料金適用電力 力率修正 料金

基本料金 円 × � ×(185%一力率) 円

電力量料金 円 × kwh 円

燃料費調整額 円 × kwh 円

小計 円

消費税等相当額 円

請求金額 円

払込期限　　　　　年　　月　　日



支出負担行為担当官

　環境省○○○○長　殿

住　　　所

会　社　名

代表者氏名

平成 年　　月

「○○○○庁舎で使用する電気の調達」に係る入札に関する

競争参加資格確認書類の提出について

別添３

日

印

　　標記の件について、次のとおり提出します。

①　電気事業法第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得てい

　ることを証明する書類の写し、又は開法第１６条の２第１項の規定に基づき特定

　規模電気事業者としての届出を行っていることを証明する書類の写し

②　別紙１に掲げる適合証明書（条件を満たすことを証明する書類を添付するこ

　と）

(担当者)

所属部署：

氏　名:

TEL/FAX :

E-mail



平成　　年　　月 日

適 合証明書

住

会　社

代表者氏名

下記のとおり相違ないことを証明します。

１　平成19年度の状況

所
名

○○県○○市○○

○○　株式会社

○○　○○

項　　目 自社の
基準値

点　数

①
平成19年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係
数（単位:k g -C02/k Wh）

② 平成19年度の未利用エネルギー活用状況

③ 平成19年度の新エネルギー導入状況

項　　日 譲渡予定量 点数

④
グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量
　(予定使用電力量の割合)

①～④の合計点数

２ 平成19年度において、

に関する特別措置法」

していること。

別紙1

注１）１の「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、別添４により算出した値を記
　　　載すること。

注２）１の合計点数が７０点以上及び２に「適」と記載された者を本案件の入札適合者とする。

注３）１の条件を満たすことを示す書類を添付すること。

ぐよ置酒/弑逆萱できる虎斑の次回が屏浦7対E度である蓼乱濡揆のス礼に当たって
ば、剋痘できる虎斑の拘泥を雁い石ものとする。二酸化炭素排出係数‥未利用ユ=ネノシ

ギーの活ﾉ附ぐ凪貪工示ノシギー凛ス次回のＪ要弄ば、居ど年廊聡宛屏薩を肪う６のと尹
瓜な方、虎斑の拘泥/ｺﾞ翌年度の麿熹じ建言する尹庖ぶ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添４

　　　二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

［回目

　（１）①平成19年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②平成19年度の未利用エネルギー

　　活用状況、③平成19年度の新エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への

　　譲渡予定量（予定使用電力量の割合）の４項目に係る数値を以下の表に当てはめた場

　　合の評点の合計が70点以上であること。

要　素 区　分 得点
①平成19年度1 kWh当たりの二酸化炭素排出

係数（単位:kg-C02/kWh）

0.350未満 ７０

0.350以上　0.375未満 ６５

0.375以上　0.400未満 ６０

0.400以上　0.425未満 ５５

0.425以上　0.450未満 ５０

0.450以上　0.475未満 ４５

0.475以上　0.500未満 ４０

0.500以上　0.525未満 ３５

0.525以上　0.550未満 ３０

0.550以上 ２５

②平成19年度の未利用エネルギー活用状況 1.35％以上 １５

0.675％以上1.35％未満 １０

Ｏ％超　0.675％未満 ５

活用していない ０

③平成19年度の新エネルギー導入状況 1.0倍以上 １５

0.8倍以上　1.0倍未満 ５

④グリーン電力証書（※）の調達者への譲

　渡予定量（予定使用電力量の割合）

5.0％ １０

2.5％ ５

活用しない Ｏ

　　　　　　　　　　　　　（注）各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。

※財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係る

　グリーン電力証書に限る。

（２）平成19年度において、RPS法の義務を果たしていること。

（３）グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場

　合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。譲渡と

　は、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理

　するための帳簿等の名義を環境省○○○○長に変更することをいう。書類等が有る場

　合、その書類等も譲渡することとする。



巨Ｔ奸商碩

　・　入札に当たってば、競争参加資格確認関係書類として、１（１）の条件を満たすこ

　　とを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

３．契約期間内における努力゛

（１）契約事業者は、契約期間の１年間についても、１（１）の表による評点の合計が70

　　点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。

（２）１（１）の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係

　　書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能

　　な限り連々かに、１（１）の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するもの

　　とする。

ダヘZ.薬草/の黄砂の億万分ﾉ麦び/佩脆/についてか、昏贈誉の底力冷かの鳶況架を

潜まえ蕉碇尹るごど夕



（表）別添４の「各用語の定義」

用　語 定　義

①平成19年度

　1kWh当たり

　の二酸化炭

　素排出係数

「平成19年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次のいずれかの

　数値とする。

１．地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣によ

　り公表されている平成19年度の二酸化炭素排出係数。

２．上記１の係数が無い場合、各電気事業者がHPで公表している全電

　源平均の平成19年度の係数。

②平成19年度

　の未利用エ

　ネルギー活

　用状況

未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成19年度における未利用

エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。

平成19年度の未利用ｴﾈﾙｷﾞｰによる発電電力量（kWh）を平成19年度の供給電力量（需要端）（kWh）

で除した数値

（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　　平成19年度の未利用ｴﾈﾙｷﾞｰによる発電電力量

平成19年度の未利用ｴﾈﾙｷﾞｰの活用状況㈲－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年度の供給電力量（需要端）

未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エ

ネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利

用エネルギーによる発電量を算出する。

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の

　双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱

　量により按分する。　　　．

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、

　未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発

　電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に

　伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利

　用エネルギーによる発電分とする。

未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社

電力購入に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電

力に含まれる未利用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含

まない。）をいう。

①工場等の廃熱又は排圧

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（RjPS法で定める新エネルギーに

　該当するものを除く。）

③高炉ガス又は副生ガス

③平成19年度

　の新エネル

　ギー導入状

　況

化石燃料に代わる新エネルギーの導入促進の観点から、平成19年度に

おける新エネルギーの利用量を使用する。算出方法は、以下のとお

り。



新エネルギーの導入状況とは、以下の項目を算定方式に示す方法によ

り算出した数値をいう（単位はすべてkWh）○　　　　　　　　　　　　’

①平成19年度自社施設で発生したRPS法で定める新エネルギー等電気

　の利用量（以下、「新エネ利用量」という。）

②平成19年度他社より購入した新エネ利用量及び新エネルギー電気相

　当量（RPS法施行規則第１条第２項に定めるものをいう。以下、

　　「新エネ相当量」という。）

③平成19年度他社に販売した新エネ利用量及び新エネ相当量

④平成18年度からバンキングした新エネ相当量

⑤本年度にバンキングした新エネ相当量

⑥資源エネルギー庁が発表したRPS法第４条及び附則第３条に定める

　方式により算出した平成19年度の当該電気事業者の基準利用量

（算定方式）
　　　　　　　　　　　　　　　①十②-③十④-⑤

平成19年度の新エネルギーの導入状況=

⑥
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